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学校法人明星学園 浦和学院高等学校指定履歴書 1/3（教員用）無断複製禁 

ふりがな  生 年 月 日  性 別 

氏  名 ㊞  
西暦    年  月  日生 

    （満   歳） 
※ 

ふりがな  

現 住 所 

〒 

 

 

自宅電話               携帯電話 

E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

西暦年 月 学 歴 ・ 職 歴 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

西暦年 月 免 許 ・ 資 格 特 技 ・ 趣 味 

   

 

 

 

 

（高校時代に所属した部活動名） 

 

（大学時代に所属した部活動・サークル名） 

   

   

   

   

   

   

諸  調  査 

◆希望する区分にレ点をしてください。              

  □中学校 

  □高等学校 

◆雇用形態の第一希望にレ点をしてください。 

□常勤教員希望  

□非常勤講師希望 

◆常勤教員希望の方のみお答えください。 

    ①希望する部活動顧問  

 ②指導可能な部活動顧問 

※「性別」欄：記載は任意です。未記載とすることも可能です。 

№       

 

写真貼付 

(6 ヶ月以内) 

3cm×4cm 

本紙はダウンロード
して直筆で記すこと 



 

 

 

 

 

学校法人明星学園 浦和学院高等学校指定履歴書 2/3（教員用）無断複製禁 

◆担当したい教科 (地歴公民、理科は専門を記入すること) 

 

◆志望理由(動機) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆自己ＰＲ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆非常勤講師を希望する方のみ記入してください。 

 本校は、原則週５日（月～金）を勤務していただく方を最優先に雇用致します。授業編成によっては週３日（12時間） 

程度希望される方を 1名程度雇用する場合もあります。縮小勤務を希望される場合は、可能な就労日と理由をなるべく 

詳細に記入してください。 

 

 

 

 

 



学 
 
 

歴 

在学期間 学校名・学部・学科・専攻等 卒業・修了（見込）等 

年 月 ～ 年 月   

年 月 ～ 年 月   

年 月 ～ 年 月   

年 月 ～ 年 月   

職 
 
 

歴 

在職期間 勤務先 職名（職務内容） 

年 月 ～ 年 月   

年 月 ～ 年 月   

年 月 ～ 年 月   

年 月 ～ 年 月   

 

刑
罰
・
処
分
歴 

有無 年 月 日 刑罰・処分の内容 

有
・
無 

  

  

  

 

 本書類に記入した事項は事実に相違なく、虚偽の記入があった場合には、合格が取り消され得ることについて了承します。 

また、私は、学校教育法第９条に該当していません。 

                             年   月  日 

                    氏 名  

 

【記入上の注意】 

※職歴の欄には、最終学校卒業等の月の翌月から、空白期間がないように記入すること。なお、在宅期間については、勤務先 

の欄に「在家庭」と記入すること。 

※刑罰・処分歴の欄には、罰金以上の刑に処せられたこと又は懲戒処分若しくは分限処分を受けたことの有無について、「有・ 

無」のどちらかを◯で囲み、「有」の場合は、判決確定年月日等又は処分年月日とその内容（例：児童に対するわいせつ行 

為）を記入すること。 

 ※学校教育法第９条第１号にいう「禁錮以上の刑に処せられた者」には、 

①禁錮以上の刑に付された執行猶予の期間 

②禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得たときから、罰金以上の刑に処せられることなく 10 年を経過する 

までの間の期間 

にある者も含まれるため、記入に当たって留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人明星学園 浦和学院高等学校指定履歴書 3/3（教員用）無断複製禁 

○学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）（抄） 

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。 

一 禁錮以上の刑に処せられた者 

二 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過 

しない者 

三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者 

  四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体 

を結成し、又はこれに加入した者 

 

 


